
3 407 △104

13 91 85 6

03 01 03 01 01 00 特定健康診査等負担金 670 402 1,856 △1,454

03 02 01 02 01 00 特別調整交付金 1,087 1,087 0 1,087

06 01 02 01 01 00 特定健康診査等負担金 670 402 1,856 △1,454

差引一般財源 △2,427 3,126 △3,712 6,838

　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成２９年度  国民健康保険特別会計 予算内示 事業別概要書（当初）
8. 保健事業費 2. 特定保健指導事業

1. 特定健康診査等事業費

1. 特定健康診査等事業費 健康保険課

（佐倉市）　　

第１章
思いやりと希望にみちたまちづくり 27,035

平成28年度 9,719

臨時 補助 計画 0 0 4,444 基本施策２
市民の健康づくりの推進 平成29年度 5,772

平成30年度 5,772

施策２
生活習慣病の予防を推進します 平成31年度 5,772

平成32年度 0

国庫支出金 県支出金 その他

2,427 0 0 2,427 △2,427

1,891 5,017 1,489 402 0 3,126

・特定保健指導は、特定健康診査の結果をもとに生活習 対象者のリスクの数に応じた個別の保健指導を行うこと 糖尿病等のな生活習慣病の有病者・予備群が減少するこ

慣のリスクの高い者を抽出して保健指導を行います。 で、その要因となっている生活習慣を改善し、生活習慣病予防を行う。 とで、中長期的な医療費適正化につながる。

・特定保健指導の対象者には、自分の生活習慣の改善点を振り返りなが

ら、今後の行動目標及び行動計画を作成できるよう保健師・管理栄養士

が支援します。

・特定保健指導は、初回面接実施後６か月経過後の評価をもって終了と

します。

・指導対象の利用率の向上が必要です。 ・受けやすい体制を整えるため、指導内容を見な 　  

おします。

04 399 134 265

07 3,686 3,688 △2

08 75 100 △25

11 463 617 △154

12 30


